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研究要旨： 

本研究では、既存の文献等の調査及び、コラボヘルス研究会のデータの分析を加え、健

康課題の整理を試みた。健康課題として、3 つのカテゴリーa) 業務上疾病とは認められない

程度の作業関連疾患（目の疲れなど）、b) 作業に起因しなくても労働生産性に影響を与える

疾患で整理した。職種・業種に限らず共通して挙げられる健康課題と、職種・業種により異な

る健康課題が挙げられた。職種・業種別ごとに健康課題が異なる理由として、職種・業種ごと

に求められる職務の違い、職種・業種ごとの健康有害要因の差、職種・業種ごとに異なる働き

方の違い、社会経済格差によって生じると考えられた。 
職種・業種ごとに健康課題を解決するための施策を考え、健康増進プログラムを提供する

場合は、働き方に合わせた提供方法を考える必要が示唆された。 

研究協力者 

 永尾 保 産業医科大学産業医実務研修センター 

 横山麻衣 産業医科大学産業医実務研修センター 

 

Ａ．目的 

 本研究は、職種・業種ごとの健康課題を整

理することを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

 １）健康課題の整理 

プレゼンティーズムを引き起こす要因

として知られる疾病について文献調査を

行った。参考にした文献は、山崎ら 2が報

告した全国健康保険協会加入者の業態別

の生活習慣の特徴と、ILO 産業保健エンサ

イクロペディアの職業ガイドである。文

献調査の結果をもとに、研究者らで協議

し、「職種・業種ごとの健康課題表」案を

作成した。案をもとに、研究班のメンバ

ーからの意見と、産業医業務（製造業、

サービス業、病院）に従事している医師 4

名に案を提示し、追加及び削除項目につ

いて意見を聴取した。意見をもとに表の

再修正を行った。 

２）コラボヘルス研究会データ分析 

本研究はコラボヘルス研究会に属する



国内同業種の企業 4 社の協力を得て実施

した。分析対象は、コラボヘルス研究会

で取得したデータのうち、性別・各世代

が 100 人以上の職種とした。アンケート

項目は、性別、年代、職種、雇用形態に

加えてプレゼンティーズムを尋ねた。プ

レゼンティーズムの評価は、直近一ヶ月

の健康問題や不調の有無、不調がある場

合は、14 種類（アレルギーによる症状、

胃腸症状、睡眠に関する不調、痛みに関

する不調など）から選択（複数選択可）

するよう求めた。次に、もっとも労働生

産性に影響を与えている健康問題を１つ

選択するよう求め、その健康問題により、

労働生産性が低下する頻度が直近30日で

何日あるか、症状がないとき（通常時）

に比べ、症状がある時は、質的及び量的

に低下の程度を 10 段階評価で尋ねた。頻

度と質的・量的に低下した程度と標準報

酬月額で掛け合わせ、プレゼンティーズ

ム損失額を計算した。年代と職種で各症

状の損失額を単純集計後、100 人当たりの

損失額を計算し比較した。（資料１－5） 

 

Ｃ．結果 

 １） 

プレゼンティーズムを引き起こす要因

として、Stanford Prenseteeism Scale で

は、次の 12 疾患（症状も含む）が挙げら

れている 1)。Stanford Presenteeism 

Scale に挙げられている 12 疾患以外に、

睡眠不足とその他を追加し、研究者らで

協議し、案を作成した。 

 

１．アレルギー疾患 

２．胃腸の病気 

３．気管支喘息 

４．腰痛または首の不調 

５．心臓病 

６．うつ病（不安または情緒不安定） 

７．糖尿病 

８．関節炎・関節の痛み 

９．偏頭痛/慢性の頭痛 

10．聴力の低下 

11．眼の病気 

12．皮膚の病気 

 

また、山崎らの報告によると、全国健

康保険協会加入者の業態別の生活習慣の

特徴として、42 業態の分類のなかで、「鉱

業・採石業・砂利採取業」「総合工事業」

「情報通信業」「道路貨物運送業」「その

他の運輸業」の 5 業態がメタボリックシ

ンドロームの基準以上である割合が高く、

業態によって、健康状態に差があると指

摘している。さらに、業態によって、生

活習慣に違いがみられたとしている。17

の生活習慣項目の「好ましい者」の割合

を順位にしてならべると、「道路貨物運送

業」は、12 の生活習慣が下位 10 位以内で

あった。具体的には、1日 3食喫煙や、朝

食の摂取、味付けが薄い食事、20 分以上

の運動を週 3 回行うものなどである。そ

の一方ストレスを感じないという者の割



合は高く、上位 8位であった。 

「社会保険・社会福祉・介護事業」の

業態は、17 の生活習慣項目のうち、4 項

目が下位10位以内であった。具体的には、

ストレス、起床時の疲労感などであった。 

 

次に、ＩＬＯ産業保健エンサイクロペ

ディアでは、職業ガイドの職業性危害要

因の系統化を試みていた。下記の１７の

職業について「職業の定義」、職業を「作

業課題」「危害要因」について「災害危害

要因」、「物理的危害要因」、「科学的危害

要因」、「生物学的要因」、「人間工学的お

よび社会的要因」について、統一したテ

ンプレートを用い、整理していた。 

 

職業の選定は、二つの主要な判定基準

含まれる活動に多様性があることと、横

断的特性（すなわち、その職業が多くの

経済分野に存在すること）で選ばれてい

た。 

作業課題は、「職務分析のための改訂ハ

ンドブック」や職業名辞典、国際職業分

類、専門家からのコメントによって、情

報を収集し、編集、アルファベット順に

並べてある。 

危害要因については、職業名辞典と交

際職業分類の職務記述、INRS(フランス)、

HSE（英国）、NIOSH（米国）、IIOSH（イス

ラエル）などの記述や、現場労働者と産

業安全保健専門職の面接を情報源として、

それぞれ編集後に同じ領域の研究者によ

る見直しと少なくとも 2 名の現役専門家

の意見を受けて改訂していた。 

 

1. 救急車運転手 

2. 自動者整備作業者 

3. ボイラー操作者 

4. 自家用車運転手 

5. 電気器具修理作業者 

6. 庭園作業者 

7. ガラス作業者 

8. 接着作業者 

9. 大型重量トラック運転手 

10. 実験室作業者 

11. 模型製造作業者 

12. 塗装作業者 

13. 有害生物駆除作業者 

14. 配管作業者 

15. 衛生技術者 

16.  はんだ付け作業者とろう付け作

業者 

17. 溶接作業者 

 

また、また、ILO encyclopaedia のホ

ームページには、下記の１職種 Animal 

Handler が追加で示されている。 

 

1. Ambulance Driver (Medical 

services) 

2. Animal Handler 

3. Automobile Mechanic 

4. Boiler Operator 

5. Chauffeur 



6. Electrical-Appliance Repairer 

7. Gardener 

8. Glazier 

9. Gluer 

10. Heavy-Truck and Lorry Driver 

11. Laboratory Worker 

12. Model Maker 

13. Painter (Non-Art) 

14. Pest Exterminator 

15. Plumber 

16. Sanitarian 

17. Solderer and Brazer 

18. Welder 

 

例えば、大型重量トラック運転手の作

業課題は、運転する以外に、調整する、

手配する、組み立てる、処分する、日誌

に記入するなど１０４の作業課題に分解

されている。作業課題と危害要因との関

係は直接的には表されていない。統一し

たテンプレートを用い、作成され「人間

工学的および社会的要因」など、職務の

一連の中で、どのようなことが「人間工

学亭および社会的要因」になりうるかに

ついて具体的に記載されている。は、大

型重量トラック運転手は、１１示されて

おり、具体的には下記に示す。 

 

 ときどき、でこぼこの道路での長期の

運転ないし不適切な座席または両方

によって起こる腰痛と関節部（足、手、

腕の）の痛み。 

 運転中、肘を窓枠に置く習慣による、

リューマチ性疾患（左利きの人の肩甲

上上腕部関節症または間接周囲炎を

含む）。 

 不規則な食事と貧しい食習慣によっ

て起こる消化管疾患 

 精神的および情動的ストレス要因に

よって起こる眠気と精神障害中に起

こる催眠性幻覚 

 肥満ドライバーにおける心筋梗塞発

生の増加 

 健康悪化の原因となる運転室内の喫

煙 

 不適切な照明と眼精疲労（特に、暗い

時に都市間道路で運転する時）によっ

て起こる視覚的不快感と眼の府具体。 

 暴力仲間（例えば路傍カフェテリヤな

どで）、高価な貨物をねらう小規模犯

罪者グループ（組織化されたものを含

む）の犯罪への曝露（特に、法施行が

不十分な国で運転する時）。 

 振動、不適格な車両懸垂、不快な椅子

などによって起こる腰痛の発生。 

 腰椎間板障害を促進することがある

脊柱腰仙部の病的変化と老化促進（日

常の十郎物取り扱いと関連している

可能性もある）。 

 性感染症にかかる可能性の増加（特に、

長期間、家を留守にする長距離運送の

運転手群において）。 

 

これらの文献を参考にしながら、研究



者らで、「職種・業種ごとの業務上疾病」

と「職種・業種ごとの作業関連疾患、業

務遂行に影響を及ぼす健康状態」（案）を

作成した。業種は、業務上傷病発生状況

などの統計資料と比較するために、厚生

労働省統計にて使用されている分類とし

た。職種は、総務省 日本標準職業分類

（平成 21 年 12 月統計基準設定）の大分

類 を 参 考 に 検 討 を 行 っ た 。 ILO 

encyclopaedia の職業選定の基準を参考

に、他業種にも存在するものとして、7

職種を選定した。「事務職」、「店舗接客」、

「営業業務」、「研究開発」、「運転業務」、

「現場作業」、「看護・介護作業」また、

多くの職種に共通である項目は、共通で

まとめることとした。 

研究者らで作成した「職種・業種ごと

の作業関連疾患、業務遂行に影響を及ぼ

す健康状態」（案）と業態によって生活習

慣に差がある点について、グループイン

タビューで聴取した。研究班のメンバー

及びグループインタビューにて下記の意

見が聴取され、表の修正とその他考慮す

べき事項として下記をまとめた。 

 

その他考慮するべき事項として、１、

職業性ストレスモデルで評価されにくい

心理社会的要因や２、直接身体疾患に影

響を与える要因、３、働き方により影響

を受ける生活習慣として挙げられた項目

として下記が挙げられた。また、同業種・

同職種であっても、雇用形態や企業規模

によっても異なる可能性が指摘された。 

 

職業性ストレスモデルで評価されにくい

心理社会的要因 

 

 顧客やサービス対象者からの暴力/暴

言 

 

直接身体疾患に影響を与える要因 

 

 拘束性 

休憩の取りやすさ 

例１）全身作業服やクリーンルーム、

窓口での接客業務などトイレに簡単

にいけない） 

例２）休憩時間が日々作業工程により

異なり、食事の時間が不規則になる 

 症状を軽減のためのマスクができな

い（接客業など） 

 

働き方により影響を受ける生活習慣とし

て挙げられた項目 

 

 長時間労働 

 単身赴任 

 夜勤、交代勤務 

 夜勤時の眠気覚ましに喫煙する 

 飲食関係、食品関係の職種ではアルコ

ールの摂取や試食など 

 身体活動が少ない座位仕事 

 昼食の取りづらさ（営業など外回り） 

 時差がある海外とのやり取りによる



生活時間の乱れ 

 

２）コラボヘルス研究会データ分析 

アンケートの回収数（回収率）は、12922

人（70.6％）であった。そのうち、分析

項目に欠損値がある人を除き、上記分析

対象者は、男性、30 代～50 代、職種は、

営業職・事務職・研究職・開発職・工場

のライン作業の 5 職種 人であった。損

失額が最も大きかったのは、50 代男性営

業職 6.9 億、最も小さかったのは、30 代

男性開発職で 3.3 億であった。全年代、

全職種に共通して、損失額の上位３位内

に入る共通な不調はなかった。50 代は全

職種で 2 位以内に目の不調が入った。40

代は全職種で 3 位以内に精神の不調が入

った。各年代の職種間で 5 千万の違いが

みられた症状は、30 代 10 職種、40 代 6

職種、50 代 5 職種であった。時間外労働

や職業性ストレス、具体的な仕事内容は

調整できていないが、プレゼンティーズ

ムを生じさせている症状は、各年代・職

種ごとに差があることが分かった。 

 

Ｄ．考察 

「職種・業種ごとの健康課題表」案を作

成した。加えてその他検討すべき事項を

まとめた。 

 職種・業種ごとに健康課題が異なる理

由として、求められる業務の差だけでな

く、働き方によって影響を受ける生活習

慣、集団の特性も考えられる。働き方に

よって影響を受ける例としては、「時間外

労働が発生しやすい職場では運動習慣は

持ちにくい」、「交代勤務・夜間勤務は眠

気覚ましのために喫煙習慣を持ちやす

い」などが考えられた。 

職種・業種ごとの健康課題を改善して

いくために、その背景として、働き方に

よって影響を受ける生活習慣に着目した

施策、また労働生産性を向上させるため

のプログラムとしての実行可能性なども

検討する必要があると考えられた。 
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表１ 職種・業種ごとの業務上疾病  



表２ 職種・業種ごとの作業関連疾患、業務遂行に影響を及ぼす健康状態 



資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

営
業
職

28
25
94
78

10
56
00
00

59
11
30
4

26
85
91
30

11
47
82
6

40
79
37
39

28
94
81
74

66
57
39
1

10
90
43
5

53
63
79
13

72
50
81
74

48
63
33
91

32
50
64
35

45
55
72
17

事
務
職

63
31
12
62

51
66
27
69

0
12
42
83
08

0
71
88
92
31

60
53
31
69

0
0

63
36
00
00

37
04
12
3

66
28
43
08

18
52
06
2

0
研
究
職

0
48
48
97
96

0
23
27
51
02

0
0

35
55
91
84

69
82
53
1

0
12
93
06
1

14
25
60
00
0

10
21
51
84

86
95
83
67

0

ラ
イ
ン
職

22
92
51
89

64
21
62

0
85
62
16
2

0
54
36
97
30

69
20
36
76

74
74
76
76

0
56
25
34
05

92
40
71
35

42
48
97
30

0
0

開
発
職

43
20
00
00
0

0
0

22
39
20
00
0

0
50
40
00
00

0
0

0
0

14
97
60
00

0
75
16
80
00

0

1
ア
レ
ル
ギ
ー
に
よ
る
疾
患
（
花
粉
症
な
ど
）
5
手
足
の
関
節
の
痛
み
や
不
自
由
さ
（
関
節
炎
）

9
歯
の
不
調

13
眼
の
不
調

2
皮
膚
の
病
気
・
か
ゆ
み

6
腰
痛

10
精
神
に
関
す
る
不
調

14
そ
の
他
の
不
調

3
感
染
症
に
よ
る
不
調

7
首
の
不
調
や
肩
の
凝
り

11
睡
眠
に
関
す
る
不
調

4
胃
腸
に
関
す
る
不
調

8
偏
頭
痛
や
慢
性
的
な
頭
痛

12
全
身
の
倦
怠
感
、
疲
労
感
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